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大阪証券取引所へ改善状況報告書の再提出に関するお知らせ  

 
 
 当社は平成19年1月18日に大阪証券取引所へ提出した改善報告書に基づく、改善状況報告

書を平成19年8月2日に大阪証券取引所へ提出致しましたが、記述についてより詳細な記載

を求められましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
1. 改善状況報告書再提出の理由 
 
当社は平成 19 年 1 月 18 日に大阪証券取引所へ改善報告書を提出致しております。同報告書

提出より６ヶ月が経過いたしましたので、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示に関

する規則」第２３条の２第１項の規定に基づき、改善措置の実施状況および運用状況を記した

改善状況報告書を作成し、大阪証券取引所へ事前に提出して指導を仰いでおりました。当社に

て作成した報告書において、記述が明らかに不十分であるとの指摘を受け、「上場有価証券の

発行者の会社情報の適時開示に関する規則」第２４条第２項の規定において準用する同第２３

条第２項の規定に基づき再度の提出を求められた次第です。 
 

2. 改善状況報告書の修正について 
 

 当社が改善状況報告書に記載して提出した改善措置の実施状況ならびに運用状況について、

記述が明らかに不十分である旨の指導を受けました。この指導に従い、不十分であるとの指摘

があった具体的な実施状況、運用状況の記載につきましては、現在大阪証券取引所と協議しな

がら加筆・修正を行っており、速やかに公表できるよう努力しております。 
なお、平成 19 年 1 月 18 日付改善報告書で報告した改善措置につきましては全社あげて実施し

ております。 
 

以上 
 


